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◆ FAX NEWS（PowerPointにて制作）は下記URL総福研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしていただけます。どうぞご利用下さいませ。◆

◆社会福祉会計入門講座講師にご応募いただきありがとうございました。昨年は会員事務所様のご協力に
より24会場での開催を行いましたが、本年は47全都道府県での開催を予定しております。近日中に総合
福祉研究会ＨＰにも掲載いたしますので、皆様のご応募をお待ちしております。

共生型サービスは合わせて600余の事業所で実施
～障害福祉と介護保険の各主管(担当)会議で公表～

◆高齢者向けのデイサービス等の中には、障害者が高齢になっても使い慣れたデイサービスを使い続けたり、
高齢者と児童等との多世代交流を図ったりすることを目的として、同じ場所で高齢者や障害児･者などにサービ
スを提供する事業所があります。しかし、従来の制度ではそれぞれサービスを提供する対象ごとに制度が異な
るため、事業者が高齢者と障害児･者の両方にサービスを提供するためには、それぞれの制度ごとに指定を受け
るか、区市町村から特別な指定を受ける必要がありました。このため、障害児･者が高齢になり介護保険の被保
険者となると、介護保険サービスの利用を優先するという原則があるため、その障害児･者がそれまで利用して
きた障害福祉サービス事業所が使えなくなるという場合がありました。そこで、障害児･者が65歳以上になって
も、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくすることや、地域の実情に合わせて限られた福祉人材
の有効活用という視点から、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が
平成30年４月に施行され、高齢者と障害児･者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障
害福祉制度の両制度において、新たに「共生型サービス」を位置付け、障害福祉サービス事業所(介護保険サー
ビス事業所)等であれば、基本的に介護保険サービス事業所(障害福祉サービス事業所)の指定も受けられる特例
が設けられました。

３月９日に公表された障害保健福祉関係主管課長会議資料によれば、共生型障害福祉サービス等の指定を受
けている介護保険事業所は517事業所、10日に公表された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料によ
れば、介護保険の指定を受けている障害福祉事業所等は86事業所、合計で603事業所あることが報告されました
(参考資料の図表１、２参照)。老健局と障害保健福祉部では本年度、自治体及び事業所に対する調査や普及啓
発に向けた研修会を実施しており、調査結果や成果物について今後公表する予定とのことです。 (事務局)

◆「社会福祉連携推進法人(以下｢連携法人｣と言いま
す。)｣についてはこれまでもお伝えしましたが、その
創設を含む「地域共生社会の実現のための社会福祉法
等の一部を改正する法律案」が、３月６日に閣議決定
され、国会に提出されました。
連携法人の内容についてはほぼ「社会福祉法人の事

業展開等に関する検討会報告書(以下｢検討会報告書｣
と言います。)｣に沿ったものと言えますが、業務等で
やや表現が変わっていますので、比べてみます。
検討会報告書にあった｢① 地域包括ケアシステムの

構築も含めた、地域共生社会の実現に向けた連携｣、
「② 災害対応に係る連携｣、｢③ 福祉人材確保･育成｣
については、表現は変わっているものの、立法化に当
たってより厳密な表現としたものと考えられます。
｢⑤ 社会福祉法人への貸付｣が｢四 資金の貸付けそ

の他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に
係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援
として厚生労働省令で定めるもの｣となっています。
当初は貸付のみを想定していたものが、その他の資金
調達方法も含めるということでしょうか。
そして｢④ 本部事務の集約や生産性向上のための共

同購入など、社会福祉事業の経営に係る支援｣に当た
るものが｢三 社員が経営する社会福祉事業の経営方法
に関する知識の共有を図るための支援｣と｢六 社員が
経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給｣
だと考えられます。少し範囲が広がった気がします。
その他にも政令や省令に委ねられた部分が多いので

それらを待たないと詳細は分かりませんが、社会福祉
法人が実践する地域福祉の推進に役立つものとなること
を期待します。 （事務局）

◆新型コロナウィルス感染症の発生により、感染拡大
を抑制する観点から、大規模なイベント等の中止や延
期、規模縮小等が要請されている状況等も踏まえ、社
会福祉法人の理事会や評議員会等の運営に関する取扱
いについて厚生労働省社会・援護局福祉基盤課が整理
し、３月９日付で事務連絡｢新型コロナウィルス感染
症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いに
ついて｣を地方自治体宛て通知しました。
理事会の開催について、①感染拡大抑制を図る観点

から、やむを得ず３月中に開催することが困難な法人
については、可能になり次第、速やかに開催するなど
柔軟に対応できます。ただしこれは行政庁宛ての通知
なので、判断は行政庁に委ねられます。

②｢指導監査ガイドライン｣においては｢理事会にお
ける議決は対面(テレビ会議等によることを含む。)に
より行うこと｣とされていますが、ここで言う｢テレビ
会議等｣とは、各理事の音声が即時に他の理事に伝わ
り、適時的確な意見表明ができるものであればよく、
一般的な電話機のマイク及びスピーカー機能、インタ
ーネットを利用する手段などが含まれており、必ずし
も会議室で会議を行う必要はありません。
③また理事全員からの事前同意による決議の省略に

ついて、定款に定めがあれば、理事会の決議があった
こととみなされます。
評議員会についてもほぼ同様の取扱いとなります。

詳細については以下の事務連絡や行政庁にご確認くだ
さい。 (事務局)
◎新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法
人の運営に関する取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000606006.pdf

理事会の開催等について
～新型コロナウィルス感染症への対応～

「連携法人」等の法案が国会に
～施行期日は令和３年４月１日を予定～



◆図表１ 共生型サービスの請求事業所数（介護保険事業所が共生型障害福祉サービス等の指定を取る場合）
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◆図表２ 共生型介護保険サービスの請求事業所数


